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自
由
競
敬
な
る
經
濟
的
福
音
ど
、'
思
想
及
び
行
動
の
領
域
に
於
け
.る
官
憲
の
干
涉
^
對
す
る
初
期
自
凼
主
義
漭
の 

反
對
ど
k

"

表
明
^

れ
た『

自
然
的
自
由』

の
概
念
で
あ
る
。
之
は
社
會
改
造
方
策
上
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
措
置
：で
あ
っ 

た
。」

C
D
O
b
b
s
o

如
.cit. 

p. 

I
I
O
Mの
乙
ビ
は
初
等
敎
育
に
對
す
る
國
家
の
方
針
^
も
表
は
れ
て
、
十
九
世
紀
初
頭 

に
於
て
英
蘭
の
初
等
敎
育
は
上
述
の
一
一
協
會
設
立
の
私
耷
小
學
椟
に
ょ
っ
て
爲
3
れ
、
此
等
^
對
し
て
國
家
は
何
等 

手
を
下
すw

こ
ろ
が
無
か
っ
た
の
で
あo

忆
。
乍
併
ダ
ィ
シ
ィ
の
云
ふ
如
く
メ
義
會
に
於
け
る
ゥ
ィ
ッ
ト
ブ
レ
ッ
ド
や
.
 

ブ
ロ
ォ
ガ
ム
の
努
力
、
前
記u

協
會
の
組
織
、
並
び
^
日
曜
學
校
の
設
立
等
の
.「

諸
事
業
ば
、

V
J
Rか
く
十
九
世
紀 

初
頭
以
來
、
貧
民
の
敎
育
が
國
家
文
は
公
共
の
義
務
で
あ
る
ど
の

.信
念
の
漸
次
に
生
成
し
て
來
た
ミ
V
J5:
,示
す 

も
の
で
あ
る
。

〈
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云
'

へ
ベ
シ
ナ
マ
ィ
ト
の
勢
カ
は
尙
隆
で
あ
っ
た
。
三
〇
年
に
於
け
る
リ
チ
ャ
ァ
ド
气
ォ
ォ
ス
ト
ラ
ァ
/の
勞
働
者 

,

へ
の
呼
び
か
け
ヾ」

其
處
に

當
然
招
來
し
た
エ

場
主
め
激
頌
な
る
反
對
運
動
、
：翌
年
ミ

ヵ
エ
^
•
ト
ォ
マ
ス
•
サド

ラ

.ァ 

の
提
出
，せ
る
兒
童
勞
働
法
案
、
や
が
て
テ
ド
ラ
ァ
の
失
脚
^

之
に
.

代
る
.

エ
場
勞
働
時
間
短
縮
運
動
の
指
導
者
€

し
て
：

ァ
シ
ュ
リ
ィ
卿
の
登
場
、
其
の
提
唱
^

な
る
エ
場
辆
査
委
員
會
の
紙
織
ヒ
報
吿
、
斯
く
て
a

過
•

せ

る

.三

三

年

の

法

令 

に
!•
6

1:
# ;
官

は

共

の

必

要

ぞ

認

む

.

る
場
.
合
は
±

場
®
傭
兒
童
の
爲
め
紀
學
校
ど
設
立
す
る
權
を
賦
與
さ
れ
た
が
然

&
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力
も
そ
れ
に
要
す
る
資
金
?:

集
め
る
力
は
■無
く
又
不
適
常
ビ
目
す
る
敎
师
?:

免
»

す
る
權
能
も
無
い
こ
€
#
■

、，
ロ
：ブ

ス
V
:力 Parliamentary paperski 
办
.文
は 

H
i
r
d
.

に
上
.̂
で
、
_̂
:

はc
p
p
.

W
S 

3
4
0ヘ
ン
サ
マ
ィ
ト
時
代
の
'«
徵
た
る
|1
家
^
涉
^
到
す
名
不
信
か
.
&生
ず
る
も
：の
^
觀
る
$

」

が
出
來 

-

ょ

ぅ

.此
の
三
三
年
の
.法
命
の
第
ニ
：十
條
及
.び
；第 
一

|

十

f

條

^
ょ
ぅ
、
.該
法
の
適
用
を
受
.ぐ
る
-兒
童
ば
少
く 
$
も
日 

胳
以
外
每
日
一一
鸪
間
宛
通
學
を
要
ず
名
？
>ビU

/ /

つ
た
，。
00
ァ

3
2
.
-
3
0

TI
-
ブK

シ
が
"英
蘭
の
强
制
敎
育
が
1
念
^
於 

け
、る
、！

八
七
〇
年
^
始
ま
る
名
の
で
なy

ビ
云
ふ
所
以
は
玆
k
存
す
る
の
で
あ
る
。
费

「

同
法
通
過
し
て
三
日
の
後 

『

ょ
ク
貧
し
&
者
の
敎
育』
の
爲
.め
^
、
學
校
建
築
補
助
金V

.

し
て
ニ
萬
磅
を
支
出
す
る
動
議
h
が
可
決
^
れ
た

.0
肖
^

 

該
提
案
に
對
す
る
討
論
に
ょ
れ
ば
、
此
の
動
議
はH

場
兒
袁
の
.强
.制
®:

學
の
提
案
ミ
何
等
關
係
，な
さ
も
の
の
如
く 
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あ

るJCP. 

34. 

3
0寧
ろ
そ
れ
は
前
年
の
選
擧
權
擴
張
の
結
果
？
し
て
'、大
衆
の
.敎

育

の

必

要
-̂
出

で

た

ネ

の

で

あ

然
 

ヵ
名
亦
之
の
乙
^
は

、
國
家
の
敎
育
^
對
す
る
間
接
的
獎
勵
の
第
'
|
#
€見
る
べ
き
も
の
で
.あ

ら

ぅ

。
.
即

ち

爱

妃

於
 

て
ド
•
モ
ン
ト
マ
レ

V
.

シ
ィ
の
用
語
を
以
て
す
れ
ば
、「

國
家
ど
の
關
係
ょ
6
せ
る
英
11
敎
W
史
序
說
は
終
る」

の
で

cit 

で
.2

4
0

0
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三
三
年
の
法
令
の
定
む
る
ど
乙
ろ
^
ょ

’
リ

最

初

の

監

督

官

た

る

べ

く

任

命

^
れ
た
ホ
オ
ナ
ァ
、

バ
ゥ

エ
レ
、
リ
カ 

ァ
ス
及
び

.ジ
オ
ン
タ
ァ
ズ
の
報
吿
書
の
巧
み
な
る
取
捨
を
以
て
口
ブ
ス
ン
が
示
す
の
は
、
主
ビ
し
て
該
法
令
の
敎
育 

條
項
の
不
備
I

s
で
あ
る
。
そ
れ
は
單
S

法

の

馨

條

項

S

く
實
施
不
能
な
る
I

の

記

述

^

み

な

ら

ず

い
 

若
し
之
を
實
行
す
る
妄
れ
ば
傭
主
は
縱
令
不
承
不
承
に
し
て
も
該
制
限
を
蒙
る
兒
童
を
解
厘
す
る
は
胳
か
で
あ
る 

S

報
？

あ
る
。CP. 

3
6
.
)

又

「

大
多
數
の
場
合
兒
童
が
出
席
す
る
學
校
は
.敎
育
の
.名
益
す
る
も
の
を
受
け
な 

か
つ
た
。」(p. 

S

從

て

「

優
れ
た
る
敎
育
制
度
，、
適
當
な
有
資
格
敎
肺
の
供
給
、.
.學
校
建
築
^
對
す
る
援
助
^
獎

勵
ど
が
欲
求
^

れJ
、「

雇
傭
せ
ら
れ
る
兒
童
の
年
齡
證
明
書
が
信
憑
さ
る
ベ
き
も
の
た
る
こ

V
J

 J
c
p
,
4
9
.
>

が
.

必
要
^
 

さ
れ
た
。
蓋
し
醫
師
の
怠
慢
紀
加
べ
て
親
が
子
供
の
#

る
賃
鈒
を
多
か
ら
し
め
ん
が
爲
め
に
、，
替
玉
を
用
a

又
は
年 

齡
を
僞
る
ミ
ど
が
®

行
は
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

9

: 5
0

0

而
し
て
他
方
に
於
て
該
法
令
の
適
用
を
受
く
る
兒
童
數
は
減 

少
?:

續
け
た
。
其
の
原
因
の
一
は
三
七
年
頃
よ
办
始
.

ま
ぅ
四
0

年

乃

至

四

ニ

年
?:

頂
上
ヒ
す
る
木
況
の
爲
め
、
兒
童 

勞
働
に
對
す
る

需
要
が
減
退
し
.た

こ

ビ
で
あ
：
^V

、

他
は
疑
も
な
く
通
學
R

;要

す

る

設

備

を

施

',す

z

€

を
傭
主
が
厭
つ 

た
乙
ど
で
あ
る
。(p

p
.
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1
:0

.

'

乍
併
數
々
の
铿
折
：的
企
圖
の
後
、
四
四
年
立
法
府
.を
通
過
せ
る
：謂
ゆ
る
兒
童
半
日
勞
働
法
^

よ
つ
て
、
兒
董
M

lf
f

i

, 

は
半
日
か
隔
日
か
k

限
ら
れ
、

其

の

休

み

の

半

日

.又

は

一

日

^

m

學
せ
し
め
る
乙

R̂

な
つ
た
が
、傭
、王
の
立
場
か
ら 

み
て
規
定
が
«

單
ビ

//
つ
た
の
で
法
律
«

.

@

の
恐
れ
が
少
く
な
ぅ
、
iE
R

或

る

作

業

過

程

妃

於

て

は

兒

童

.の

禁

絕

に 

よ
り
て
適
當
な
勞
働
供
給
の
源
泉
が
遮
止
さ
れ
て
ゐ
た
事
«

は
、偶
々
不
況
期
を
脫
す
る
ミ
共
^

、
愛
^

相
作
用
し
て
、

三

三

年

以

降

兒

宽

を

排

し

：て

a

た
エ
場
k

於
て
も
再
：び
彼
等
を
履
傭
し
始
め
た
。

' 

而
し
て：：

ロ
ブ
ス
ン
は
云
ふ
、「

實
際
、

M

傭
3

れ
る
兒
童
數
は
阈
內
至
る
_

所
に
於
て
、
セ
十
年
代
に
全
日
通
學
が

.

强
制
さ
れ
る
ま
で
、
着
々
^

增

大

'を

續

け

た 

の
で
あ
る
.0(

？
00
1

.

>

然
.
か
も
此
等
增
加
せ
る
兒
童
を
收
容
す
べ
き
學
校
は
ぐ
總
て
が
滿
：足
す
べ
さ
狀
態
^

あ
つ
た 

，
の
で
な
い
て
ど
は
言
ふ
を
俟
た
な

s

。而
し
て：

斯
か
る
兒
童
の
.

通
學
期
間
は

>
1

般
兒
童
k

比
し
て
短

s

も
の
で
は
な 

く

、
雨

者

は

可

成

ぅ

：近
：避

し

^

比
率
を
示
し
て
ゐ
た
。
工
場
兒
童
は
學
校
內
^

於
け
.
：る
社
會
的
最
下
位
の
者
た
る
之
^

を
常v

す
る
•事
焚
、：
通
學
せ
ね
ば
賃
銀
を
獲
得
し
得
.な
い
.爲
め
^
學
校
：べ
や
^
れ

る

事

實

，
等

を

前

^
、
.尙

斯

.く

の

如
 

さ
現
象
の
存
在
す
る
.の
は
”
之
よ
々
優
れ
.る
地
位
に
あ
る
ゝ
親
％

、
よ
6
貧
し
き
親
ど
同
じ
く
、
賃
銀
，の
#
ら
れ
る
職
R 

就
か
し
め
ん
々」

す
る
欲
求
^
爾
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
せ
姐
論
^
れ

.1
>っw

ロ
ブ

ス

ン
は
云
^
®

(
p
p
.
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v
w
o 

:綿
業
以
外
め
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業
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'
:

1;

作
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1捺
染H

場
k
瀝
傭
さ
れ
敎
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を
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な
か
つ
t
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ff
i
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對
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シ
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ス‘

グ
、レ
エ
ァ 
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A

1

®業
に
於
け
る
馨
の
變
動
、
從
て
■課

傭

昼

f

る
特
質

S

4

、

一：年
の
內
八
箇
月
S

る
繁
i

を 

£
し

中

^
にlh

十

日

爾

の

最

毐

ヒ

艾

旨

®
修
正
を
加
へ
ら
れ
た
冬
の
で
あ
る
.
'

(PP...II3.9 )

之
と 

“

l

I

S

I

M

f
激
減
し
十
f

以
上
の
靑
部
’か
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^

^

f

 

I

.

る
る
や
其
'

の
減
少
め
勢
は
强
f

n

た
。(

p
，
I

す
。

而
し
5

述
す
べ
さ
六
I

の
5

法

廣

雀

こ 

u

c«
f

s

、
七
〇
年
s

o

て
始
め
て
.
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工
場
法」

の
I

I

.

染
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|

適
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1

は
、
四
六
年
S

案
が
、
.

斯
か
る
制
規
に
よ
り
て
製
造
業
の
繁
榮
を
.

失
ふ
.
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M

n

n

i

u

タ
レ

H

ァ
ム
の
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反
對
I

I

:

し
否
決
さ
れ
て
か
ら
、十
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の
後
S

掃
法
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を
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す
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ミ

w
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第
三
汰
漂
0

並
：_び
染
色
エ
場
は
、
五
四
、

六
年
の
各
法
案
の
否 

^

五
七
、

<

年

の

精

査

寶
I

甚
|

守
的
|

I

の
後
、.
六
o

f

:

法I

制
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檠
k

M

俐
せ
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れ
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a
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つ
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る
0
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V
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共
代
炭
破
業
の
兒
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勞
働
並
び
に
敎
育
狀
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を
み
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べ

き

で
あ
る
が
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S

S
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す
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ら
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於

け

羞

初

の
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そ
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年
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の
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？

炭
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I

s
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鋳
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し
て
S

年
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十
才
乃
至
十H

才

の

兒
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は

讀

奮

カ

あ

る

醫

書
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孝

る

力

又

丨

一

週
^
ニ
^
:辟(

一

日
三
時
間
以
上)

通
學
す
る
か
k
非
ざ
れ
ば
、歷
傭
す
る
能
は
ざ
る
こ
な
つ
た

o

C
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て
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は
兒
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雇
傭
を
忌
避
す
る
^

至

气

遂
^

極
め
て
少
數
な
る
揚
合
:̂

し
て
歷
傭
3

れ 

る
兒
童
は
、
寡
婦
を
母
^

持
つ
も
の
か
、
家
族
多
き
も
の
又
は
極
貧
の
地
位
に
あ
る
も
の
な
る
^

ビ
を
普
通
ビ
し
た
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而
し
て
七
一
ー
苹
に
は
兒
童
の
通
學
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每
ニ
週
問
最
低
ニ
'

十
四
時
間
^

增
加
3

れ
た
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？
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視
野
を
農
業
^

移
せ
ば
、
兒
童
の
歷
傭
及
び
其
の
敎
育
の
機
會
^

關
す
る
調
赍
は
旣
に
三
十
年
代
に
始
ま
る
。
、
四 

三
年
の
救
貧
法
委
員
の
報
#

^

ょ
れ
ば
、
農
村
^

は
可
な
6

學
校
が
設
け
ら
れ
、
農
業
勞
働
者
の
-[
-

才
未
«
の
兒
童 

の
多
數
は
、
不
IE

規
に
で
は
あ
る
が
數
年
間
通
學
す
る
の
常
で
あ
つ
た
。9

M 

J

Q

O而
し
て「

多
く
の
I

.

合

通

辱

^

要 

す
る
道
程
は
長
距
離
で
あ
る
か
ら
、
半
日
通
學
制
は
實
施
し
得
ず
、
隔
日
又
は
隔
週
通
學
制
を
採
用
せ
ね
ば
な
ら
な 

S
j

ど
す
る
六
七
年
の
フ
ォ
セ
ッ
ト
案

C
P
.

 

1

7

0

は
通
過
す
る
^

は
至
ら
な
か
つ
た
が
、
注
目
す
べ
き
も
の
に
屬
す 

る
。
同
^

^

は
、
八
才
以
下
の
兒
童
が
農
業
勞
働
隊

(

3

叫1
.0*
&

§

1

叫
目̂

^

麗
俯
^

れ
る
ミ
/し
を
禁
ず
る
シ
ャ
フ
ッ 

バ
リ
ィ
卿
の
法
案
の
通
過
す
る
^
止
ま
ぅ
9

1
7
6
.〕

一
 

般
農
業
雇
傭
兒
袁
忙
對
す
る
も
の
は
七
三
年
k

至
つ
て
始
め 

て
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
然
か
も
八
才
乃
至
十
才
の
兒
童
は
一
年
ニ
百
3£

十

時

間

、

十

才

以

上

は

_百

五

十

時

間

の

通 

學
證
明
書
を
有
せ
ざ
れ
ば
歷
傭
し
能
は
ざ
る
旨
を
規
定
し
て
も
、
之
を
實
施
：す
る
機
關
の
設
け
ら
る
る
己

>
J

な
く
、
 

尙
三
年
後
の
初
等
敎
育
法
に
ょ
0

て
撤
廢
3

れ
る
^

蓮
命
^

あ
つ
た
'0
^

で
1

3

0

,

1

3

2

0

'

陶
器
、
燐
寸
、
雷
管
、
弾
藥
筒
、
壁
紙
、
綿
天
鵝
絨
製
造
の
謂
ゆ
る
危
險
且
不
健
康H

業
は
屜
傭
さ
れ
る
兒
童
ヒ 

半
B

通
學
を
银
證
す
る
六
四
年
の
工
場
法
擗
張
法
、
六
七
年
に
於
け
る
製
造
エ
程
^
五
十
人
以
上
の
勞
働
者
を
歷
傭 

す
る
場
所
^

適
用
^

れ
る
エ
場
法
擗
張
法
ど
五
十
人
以
下
の
場
所
た
對
し
て
規
定
^
れ

る

仕

事

場

制

限

法

ょ

つ 

て

、
殆

V」

す
べ
て
.

の
T

;

業
は
兒
童
の
樂
r:
l

;.通
學
ミ
日
嘱
日
歷
傭
禁
止
ど
を
强
制
す
る
取
締
法
規
を
持
つ
乙
ど
に
な
つ 

た
。
ハ
岑
.

 ̂

.
s
o
-
s
o

評
者
は
此
の
最
後
も
の
の
制
定
を
11

要
視
3

る
.

ベ
^
で

あ

る

7£
し
■

た
い
。
#

ヾ

」

な
れ
ば
過
勞 

使
役
の
最
も
甚
し
い
の
は
少
數
の
兒
童
が
*

傭
3

れ
.

る
仕
事
^

多
い
か
ら
で
あ
る
。(

？
，
1
00
5

0

.

之
^

對

し

，て
旣
に
.
四

第
二
十
五#'■
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七
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五0

英
蘭
兒
童
勞
働
史
研
究
上
.

の
ニ
寄
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十1
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四
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(

て
七
〇
6

英
豊
筮
勞
働
史
讲
笨
上
、の

.ー
寄
 ̂

第
；十ir

 

.1

五
.

o

三
\
J 

^

•報
哲
^

ヵ
公
^

^

れ
た
^

菟

拘

ら

ず

顏

會

は

尙一
〗

十
餘
年
間
も
放
置
し
た
の
で
あ
る
。(p

.

 

J

00
5
. n

.
)

而
し 

て
此
等
の
法
令
の
即
時
の
結
果
は
兒
童
の
解
赝
で
あ

0
:

た
。”
彼
等
が
其
の
製
造
行
程
^

肝
要
で
あ
る
か
又
は
最
低
*

 

の
勞
働
で
あ
る
か
の
以
外
^

は
全
く
®

傭
3

れ
な
く
な
：つ
た
々
.又
親
の
側
か
ら
し

て

も

半

日

工

ビ

し

て

は

賃

鈒

が

至

 

つ
■て
少
箝
ど
な
.
る
#

め
寧
ろ
兒
童
を
働
さ
^

出
^

ず

以

て

厄

介

な

敎

育

を

避

け

た

。

從

て

此

，の

法

令

に

よ

る

敎

#

 

上
の
效
來
は
之
を
-»
待
す
る
能
は
ざ
る
態
の
も
の
で
あ
つ

た
O
Q
PV,2

0
4
1
5
0

M
R

仕
事
場
法
の
^
陷

の

「

ど

し

て

、

每

週

十

時

間

不

規

則

容

は

れ

f

 V
、

即
S

霞

氣
f

れ
の
命
ず
|

、
|

|

定
ろ
ず 

發
校
す
る
爲
め
、
敎
育
の
効
果
を
全
く
無
^

歸
せ
し
め
た
こ
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
。
他
方
學
校
J1
I

J

R

於
て
も
、.
i

p

^

p
 

日H

R

よ
つ
て
秧
序
を
亂
3

れ
る
の
を
避
け
ん
ビ
し
て

、
fc
®
の
餘
地
な
し
ノ
レ
の
表
而
的
理
由
に
よ
6
彼
等
を 

す
る
？

が
行
は
れ
5

P

,

 2
0
9
0

 

ノ

-
:

1

八
七
〇
年
の
初
等
敎
育
法
は
、
地
方
學
務
會
の
管
理
の
下

公̂
立
小
學
校

(

；8
0
03,School}

の
設
立
を
認
め
、
地 

方
t

.

に
よ
つ
て
之
を
維
持
せ
し
め
る
ど
共
に
一
宗
派
k

特
有
な
る
敎
義
.
の
敎
授
を
禁
じ
.

他

益
來

の

私

立

小

學
；
^

 

(
v
o
l
u
n
t
a
r
y

 schooo

も
宗
敎
敎
育
を
强
耍
せ
ざる

.條
件
の
下
に
政
府
.の
補
助
を
得
る

こ
^

を
定
め
た
:0
W

 

く
て
始 

め

て

初

等

敎

育

は

.國

民
の
直
接
關
與
す
る
？

ろ

1

0
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
全

日

觅

學
が多數の地サこ 

淤
て
赏
施
^

れ
る
か
ら
^

は
、
上
記
の
半
日
エ
は
益
劣
つ
た
.
も
の
ヒ
な
ら
ざ
る
?:
#

な
い
。
此
の
對
策
よ

&

者の就業 

以
前
^

規
則
的
ド
通
學
す
る
途
を
備
へ
る
己
ど
で
あ
々
、
斯
く
て
前
者
ど
其
の
步
を
同
じ
く
す
る

I

が
出
來
る
の 

で

あ

る(P. 

2
1
1.〕

雇
傭
3
れ
て
始
め
て
餘
儀
な
く
半
日
通
學
す
る
狀
態
の
下
^
あ
つ
て
、
こ
の
Z 

€は
M

傭
最
低 

年
擺
の
p

i

け
ら
I

合

當

必

要

で

あ

る

。
ヱ
場
法
以
外
k

於
V

兒

憲

纖

を

强

制

す

拿

段

を

採

る

に

非

ず 

ん
ば
常
時
の
X
場
法
制
度
は
其
の
敎
育
方
而
が

ら

は
金
く
不
十
分
な
も

の

ビ

い
.は
ね
ば
な

ら

な

いPCP. 

2

1
2，)

愛
 ̂

至
つ
て
敎
育
立
法
W

T

;場
立
法
ど
は
相
關
係
す
る

に
至
つ
た
の
で
あ
：る
。

一
八

七

六

年

、
兒
童
£

等
敎
育
を
^
け

し
め
る
は
親
の
義
務
で
あ
る
ど
し
、
.

十
才
未
滿
の
者
、
及

び

十

才

呈
^

し
て
讀
.、
*
、
算
の
能
力
あ
る
乙
ビ
又
は 

有
資
格
の
學
校
に
相
當
通
學
し
た
旨
の
®

明
書
を
有
せ
ざ
る
素
の
、
M

傭
を
禁
业
す
る
初
等
敎
育
法
が
通
過
し
た
。 

9

2
1
3
.
)

次
ぃ
で
七
八
年
、
エ
揚
又
は
仕
事
揚
^

*

傭
せ
ら
る
る
兒
遼
の
親
は
、
半
日
の
勞
働
日
每
^

1

囘(

即
ち 

半
日

)

、

.隔
m

勞
働
制
R

あ
っ
て
は
就
業
前
日
R

 

ニ

囘

(

即

ち

1

日〕

通
學
せ
し
む
べ
き
旨
の

H
.

場
及
び
仕
鄯
場
統 

1

法
が
殆

V」

反
對
な
く
通
過
し
た
。CP

.

 

2

.

1

4

0

「

此
の
法
令
^

ょ
っ
て
五
十
年
間
に
宜
6

四
十
五
の
諸
'

法
令
ょ
6

成
る 

H

揚
並
び
に
仕
事
場
に
關
す
る
全
立
法
は
、
こo

n
e

 

l
u
c
i
d

 

a
n
d

 

h
a
r
m
o
n
i
o
u
s

 

w
h
o
l
e

こ
k

t

 a

 

s
i
n
g
l
e

 

s
t
a
t
u
t
e
,

 

s
i
m
p
l
e

 

a
n
d
i
n
t
e
m

aqi
b
l
e

 

2
R.(

シ
ャ
フ
ッ
バ
リ
ィ
卿
の
言
葉
を
以
て
す
れ
ば)

な
つ
た
の
で
あ
る
。

」

9

2

1

0口 

ブ
ス
ン
は
次
の
言
葉
を
以
て
本
書
を
結
ぶ
、

「

工
業
^

從
事
す
る
兒
童
に
對
す
る
伞
日
敎
育
制
は
他
の
方
而
^

は
殆
ざ 

眞
の
進
步
を
見
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
該
制
度
の
影
響
は
實
際
延
.

び
て
織
物
業
以
外
.

に
及
ん
だ
。
初
期
の
.H

場
法
の
成 

功
は
、
其
の
敎
育
方
而
に
於
て
擧
校
の
多
數
が
不
完
全
な
る
こ
ミ
及
び
親
も
傭
主
も
糜
之
^

無
關
心
で
あ
っ
た
乙
€ 

の
事
實
に
ょ
6

制
限
3

れ
た
S
は

云

へ

，六
十
年
代
及
び
七
十
年
代
.に
於
け
る
兒
鸯
*
傭
制
規
|
|
張
の
最
も
有
カ
な 

原
因
で
あ
久
結
局
全
® ！
的
强
制
敎
育
設
定
へ
の

途

を

つ

け

る

R

あ
づ
か
0,

て
カ
あ
0

た
の
：.で
.あ

る」
(
p
p
.

 

2
1
5

 

6

0

ビ
o 

嘗
て
ハ
ッ
チ
ン
ス
及
び

ハ

リ

ス

V

は
次
の
如
く
云
っ
た
、「

兒
童
に
關
す
る
エ
：場
立
法
は
V

有
効
な
敎
育
农
の
欠
缺 

R

ょ
っ
て
確
か
.
.に
»

十
年
遲
ら
さ
れ
た
。
此
の
ニ
'

つ
は
相
互
-̂

作
用
し
合
ふ
も
の
な
の
で
あ
る
。

.

即

ち
敎
育
が
兒
鸾 

の
勞
働
時
間
を
制
限
す
る
動
機
ビ
な
6

目
的
ぐ」

：な
る
^

對
：し
て
、
エ
場
監
瞥
官
は
國
家
.

敎
育
に
ょ
9

て 

間
制
限
が
有
効
ぜ
な
る
乙
ビ
を

認

め

、

以

て

國

家

敎

育

'の

獎

勵

考

ど

な

6

促

進

者

基

る
の

で
.

あ
る」
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s
l
a
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o
n
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l
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7
0
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)

ビ
°

ミ

の

^

^

は

今 

や
上
，記
ロ
ブ
ス
シ
の
渐
著
^

於
て
、
幾
多
の
實
慨
を
擧
げ
て
證
せ
ら
れ
た
ど
か
.

へ
：
ょ

ぅ

。
：
此

0

|
|
代
於
て
評
者
は
ロ 

ブ
ス
ン
の
新
著
を
儐
孩
づ
け
た
く
思
ふ
。
評
者
が
本
書
の
公
刊
，を
以
て
、
英
蘭
兒
童
勞
働
史
硏
究
上
に
寄
與
す
る
も

第I
I

十
五
卷
' 
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一
七
〇
七

)

英
蘭
兒
逾
勞
働
史
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究
上
の
1

窬

興
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エ
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一
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一

1

十
五
.卷
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一
七0
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.
英
蘭
兒
童
熒
働
史
研
究
.上
の

一

寄

與

：
 

』

十
*-
*
號

一
五
こ

の

で

あ

る

せ

做

す

一

所

以

は

玆

R

存
す
る
o

■:
-
 

;
.
.
^
w 

同
時
^

他
の
华
而
^

於
て
評
者
は
次
の
如
く
見
る
。
七
十
年
代
に
於
け
^

上
®-

の
成
果
ば
、"

一
言
に
し
て
S '
へ
ば 

「

產
業
資
本
主
義
の
發
達
^

ょ
る
熟
練
勞
働
カ
^

對
す
ふ
需
要
の
増
加」

を
原
2

^

す
る
も
.

の
で
あ
る
。
勿
^

^

民
.の 

#

is

や
社
#

連
帶
の
觀
念
の
普
及
も
亦
、斯
か
る
成
果
を
生
む
^

資
す
f

j

ミ
ん
あ
っ
た
^

む
は
確
か
で
あ
る
o

乍
併 

尙
其
れ
以
上
R

、'
敎
育
制
度
の
發
達
は
其
の
社
會
の
經
濟
的
發
達
^

其
一
の
基
礎
を
置
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
然
か
も 

ロ
ブ
ス
ン
は
此
の

»

^

就
て
說
く
^
ミ
ろ
が
殆
ざ
無
い
々
例
へ
ば
ド
ッ
ブ
ス
が
ー
七
〇
〇
年
乃
至
一
八
五

〇

年

の

英
 

國
k

於
け
る
敎
育
を
取
扱
っ
た
著
書
の
中
で
、「

一

部
分
は
科
學
ど
發
：明
^

が
就
職
^

及
ぼ
す
影
響
^

ょ
办
、

一
祁
分 

は
政
治
的
觀
念
の
生
成
ど
鬪
爭
ビ
f

ク
て
、産
業
の
發
達
が
新
た
な
知
的
關
心
.

を
呼
び
起
し
た」
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. d
t
.

 

p
.

 

1
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.

こ
?

$:

述
べ
て
ゐ
る
k

反
し
て
、

ロ 
•フ
ス
.

シ
の
新
著
か
ら
は
.

こ
の
間
の
消
息
を
見
出
し
得
な
い
の
.
で
あ
る
。
 

或
は
、
之
は
當
然
の
こ
ど
ど
し
，て
言
及
.せ
ず
暗
默
の
裡
R

前
提
^

れ
て
ゐ
る
.

の
で
あ
る
ど
善
意

R

解
釋
す
ベ
き

も
の 

で
、
あ
、
る
、か

も

知

れ

な

い

が

、

を

れ

で

は

評

者

は

不

滿

を

覺

え

ざ

る

を

得

な

'S

 

o

從
て
評
者
は
本
書
を
目
し
て
初
等
敎 

育

立

法

史

で

あ

る

ふ

の

で

あ

る
o
,

た
V:

、
全
篇
^

瓦
A

V

引
證
す
る
ど
こ
ろ
殆
原
資
料
の
み
ょ
ぅ
せ
る
深
就
て 

は
、偕
越
乍
ら
評
者
は
其
の
勞
を
稱
ベ
且
深
謝
の
意
を
表
^

ね
ば
な
ら
な
い
0

從
て
ド
*
モ
ン
ト
マ
レ
ン
シ
ィ
が
其
の 

の
序
文
に
於
て
、

「

著
者
の
目
的
は
從
來
散
逸
せ
る
、
又
場
合
^

ょ
っ
て
は
入
手
闽
雛
な
文
書
に
の
み
誌
^
れ
た
諸
事 

著
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